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米海軍ヘリコプター事故等の原因究明についての再申し入れ 

 

 2013年 12月 16日、三浦市において米軍ヘリコプターMH60Sが墜落した事

故に対する報告書が、2014 年 6 月 26 日に南関東防衛局を通して提出されまし

た。 

 原因は、部品の取り付けが正確でなかったことと整備状況が記録されていな

かったという「人為的なミス」であり、再発防止策として整備手順や訓練要領

の修正を行い。同機所属部隊の司令官・整備責任者の交代を行ったとあります。 

 わたしたちはこれらの説明に対し、いくつかの疑問を提示します。 

 まず、同機は 2013年 2月に部品の取り付けを行ったとあります。そして墜落

時は整備後点検飛行を行っていたともあります。2月から 12月まで、何度かの

整備が行われその都度点検飛行を実施していると思われますが、にも関わらず

このような事故が起きたということは、整備・点検が何の役にも立たなかった

ということであり、そのプログラム自体に改善すべきものがあることは明白で

す。今現在でも、このようなマニュアルで整備された機体が飛行しているとい

うことは、いつ事故が起きても不思議はない状況のもとで、住民が生活してい



るということではないでしょうか。 

 さらに不信感を抱かざるを得ないのが、原因特定に至ったプロセスが説明さ

れていないことです。事故報告書が提出されるまで 6 ヶ月以上の期間を要しま

したが、当然その間、様々な角度から調査を行っていたことと思います。2014

年 3 月に救難艦を動員し、墜落現場付近の海域で、落下した後部ローターを捜

索していたことも含めてです。しかし、落下したローターは発見されませんで

した。ローターが失われたために、解明できなかったものがあるはずです。そ

のことを初めとして、様々な仮定をしながら特定できなかった要因が複数ある

ではないでしょうか。安全を第一に考えるならば、特定できなかったこともす

べて原因であると仮定して対応策をとるべきだと思います。 

 以上の二つの点から見ても、短絡的に「人為ミス」と結論づけたことはとう

てい納得しがたいものです。 

 加えて報告書には、わたしたちの申し入れに答えていない事項があります。

2013年 12月 20日付けで貴職に提出した申し入れ書に飛行ルートの解明という

ことをあげました。当日口頭でも、墜落地点は厚木基地と横須賀基地を結ぶル

ートの中にはないことを申し上げました。当日の飛行ルートとどうしてそのル

ートを航行していたのかということは、墜落原因と同様に重要なことです。わ

たしたちは米軍機が際限なく自由に飛行することを許してはいませんし、法的

にもそれが認められているとは思っていません。当日のフライトプランも示し、

説明するべきです。無回答は納得できません。 

 事故についての関連ですが、7月 23日には、1月に起こった FA18Eからの部

品落下事故の報告がありました。原因については設計上の不具合が原因で部品

が緩んだとしており、それが事実だとすると、現在同じ設計をしている FA18F、

EA18Gも含めて、同様の事故が起きる可能性があるということです。 

 

 以上の見解に立ち、あらためて申し入れを行います。米軍に再度調査をする

よう、防衛局からも指示を出すようにしてください。 

 

１ MH60Sおよび同型機の整備点検プログラムを改善すること。それによって

全機の点検整備を実施すること。すべてが終了するまでの飛行を中止するこ

と。 

２ 原因特定のプロセスを明らかにすること。原因となる可能性のあることに

ついて、すべて再発防止策を講じること。 

３ 事故時の訓練ルートと飛行の目的を明らかにすること。 

４ 部品落下事故当該機種の設計変更と部品の取り替えを早急に行うこと、及

びそれが済むまでの飛行を中止すること。 


